
 

 

 

令和５年度 業務案内 

Ⅰ 管内の特徴 
 管轄地域は、立川市、府中市等の北多摩 

西部１０市にわたり面積は１６８．５５ｋ㎡で、 

適用事業場は ３９，７７６事業場、労働者数 

は５１５，０１７人です（令和３年経済センサス 

活動調査）。 

  管内産業の特徴は、商業を中心として第三次 

産業の占める割合が多いほか、都心に比べ電気 

機械器具等の製造業の占める割合が高く、大規模 

な工場、研究所とその関係事業場が多数あること 

です。また、管内に約１３２万人が居住していること 

から社会福祉施設など保健衛生業の事業場が増加 

しています。 

 加えて、立川駅周辺は多摩地域の中心となる広域 

的な商業、業務拠点の事業場が集積しています。 

Ⅱ 監督署の組織と主な業務 

立川労働基準監督署  〒190-8516 立川市緑町４－２  立川地方合同庁舎３階  

TEL 第１～４方面  ０４２（５２３）４４７２ 

                 安全衛生課  ０４２（５２３）４４７３ 

                          労災課      ０４２（５２３）４４７４ 

[方 面]    ・ 事業場に対する監督指導 

        ・ 賃金、解雇、労働時間等の労働条件に関する申告、相談 

       ・  就業規則、時間外・休日労働協定届等の各種届出の受理 

・  司法事件捜査 

   総合労働相談コーナー  

       ・ 個別労働紛争等についての労働相談 

  労働時間相談・支援コーナー 

       ・ 労働時間制度の見直し、長時間労働の縮減など労働時間に関する 

あらゆる相談 

 

[安全衛生課] ・ 労働災害の防止、労働者の健康確保等に関する指導 

       ・ ボイラー、クレーン等の検査 

       ・ 工事計画、機械等設置届などの受理 

       ・ 労働者死傷病報告、健康診断結果報告、衛生管理者等の選任報告など 

 

[労災課]   ・ 業務上災害、通勤災害による労災保険給付に関する調査決定 

       ・ 労働保険成立の届出、労働保険料の徴収 

 

[業務課]   ・ 庶務、会計 

 

図１ 立川監督署管内略図 

  

  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     



 

 

Ⅲ 現状と対策 

１ 労働条件の確保・改善等 

  働き方改革関連法が施行されたことを受けて、様々な機会を通じて法令の周知を行っていますが、今

後も、引き続き事業者等に寄り添った丁寧な支援を行い、法令内容の理解を促します。 

特に令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用される建設事業、自動車運転の業務、医師

については、働き方改革が円滑に推進されるよう積極的に支援し、時間外労働の上限規制の遵守やテ

レワーク等の多様な働き方に対応した適切な労務管理の導入支援に取り組みます。 

 

申告処理件数は、令和２年が１３６件、令和３年が１３３件、令和４年が１３１件であり、いずれの年も

定期賃金不払いが７割程度を占めています。 

労働相談件数は、令和２年が８，２９０件、令和３年が７，４５４件、令和４年が７，２２９件であり、いず

れの年も労働時間、賃金不払い、解雇等で半数程度を占めています。 

  上記の状況をふまえ、今年度の重点課題は次のとおりです。 

・ 改正労基法に基づく長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底を図ります。 

・ 中小企業及び適用猶予業種を中心とする改正労基法等の周知及び支援並びに多様な働き方に対

応した適切な労務管理の導入支援を行います。 

・ 申告・相談・立替払について、迅速適正に対応し、優先的に処理を行います。 

・ 最低賃金の周知、履行確保に努めます。 

 

２ 安全確保対策 

労働災害は令和３年に大幅に増加し、令和４年も８４９件と、前年に比べ更に８人、１．０％増加しまし

た。また、死亡災害は、建設業ではさまれ・巻き込まれ災害と清掃と畜業で熱中症の合計２件が発生し

ています。 

業種別の死傷災害では、製造業が大きく減少（▲２７人、▲３２．１％）、建設業は大きく増加（＋２６人、

＋３８．２％）し、陸上貨物運送事業は同数（±０人、±０％）で推移し、第三次産業は増加（＋１４人、＋

２．６％）しました。 

第三次産業における重点業種別では、社会福祉施設が増加（＋１０．２％）し、小売業、ビルメンテナ

ンス業も増加（+１３．２％、＋１５．０％）、飲食店は減少（▲２１．１％）しました。 

 (※本文はコロナり患を除く件数です。) 
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図２ 申告処理件数の推移
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図３ 労働相談件数の推移
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図５ 事故の型別死傷災害発生件数の推移 
コロナり患を除く事故の型別にみる

と「転倒」災害が最も多く発生しており、

全体の３割程度を占めています。次い

で腰痛等に代表される「動作の反動、

無理な動作」「墜落・転落」災害、機械

災害での発生が多い「はさまれ・巻き

込まれ」災害等となっています。 

「転倒」「動作の反動等」等の労働者

の行動に起因する災害が、全体の５

割を占めるなど多く発生しており、リス

クアセスメントによる危険要因の把握

及びリスク低減対策が必要です。 
 

・ 令和５年度を初年度とした第１４次労働災害防止計画（５か年で５％の災害減少）に基づき、労働災

害の発生状況に応じた、労働災害を減少させるための対策を推進します。 

・ リスクアセスメントの実施等自主的な安全衛生活動の普及と定着を図ります。 

・ 災害多発業種である第三次産業のほか、陸上貨物運送事業、製造業、建設業に対しても重点を置い

て労働災害防止対策を推進します。 

３ 健康確保対策 

定期健康診断について、事業場における実施率は向上傾向にありましたが、感染症拡大による受診

時期の変更等の影響などにより、今年度も受診率は低下しました。また、有所見率は減少に転じ、管内

における令和４年の有所見率は５９．６％と、令和３年（５９．７％）と比べて０．1ポイント減少しました。 
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図４ 死亡災害件数及び、死傷災害（休業４日以上）件数の推移 
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図６ 定期健康診断実施率、有所見率の推移 

 

※労働災害のグラフは、コロナり患を除く件数です。 



 

 

職業性疾病の発生状況では、新型コロナウイルス感染症り患が全体の約７割（１５７９人）を占めており、こ

のうちの９割が医療・福祉関係となっています。 

 

 

・ 化学物質による健康障害を防止するため「職場における新たな化学物質規制」に係る、労働安全衛生規則

の改正内容等の周知、第１０次粉じん障害防止対策に取り組みます。 

・ 労働者の心の健康保持増進のためのストレスチェックの実施、集団分析の活用割合の向上を含めたメンタ

ルヘルス対策を推進します。 

・ 約３割を占める腰痛災害を減少させるための「腰痛予防対策指針」等による労働者への教育や作業方法等

の作業管理の改善の取組み、熱中症、職業性疾病予防対策を推進します。 

４ 労災補償対策 

令和４年度労災保険給付状況（年金給付及び労災指定医療機関への支払いを除く。）は、業務上災害が６，
３１８件、約９億１３７万円で前年度比１，０５９件増加、通勤災害が１，０００件、約１億５，４９８万円で前年度
比１６３件減少しています。 
令和４年度の業務上疾病に係る労災請求件数は、脳・心臓疾患５件、精神障害等２２件、石綿関連疾患２

２件と、精神及び石綿関連疾患に係る請求の増加がみられます。 
また、新型コロナウイルス感染症関連の請求件数は、令和３年度２３３件に対し、令和４年度は１，９２３件

と約８倍強の大幅な増加となっています。 
 

 
・ 労災保険給付の請求について、迅速・公正な処理を行います。 
・ 脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾患及び新型コロナウイルス感染症事案についても、迅速・公正な処

理を行います。 
・ 労働保険料等の適正な徴収を図り、未手続事業の解消に向け取り組みます。  

  （令和 5年4月） 

図８ 労災保険給付支払件数の推移 

図７ 業種別職業性疾病発生状況 
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図９ 業務上疾病に係る請求件数の推移 


